
６　いじめ防止の指導体制

【構成員】

　◎教頭・生徒指導部長・学年主任・養護教諭

　　該当担任、その他関係があると委員長が認めた教職員

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ、警察関係者、民生委員、福祉関係者

①　学校いじめ防止基本方針の見直し、改善

②　年間指導計画の作成、実施、改善

③　校内研修会の企画、実施

④　アンケート結果や報告等の情報の整理、分析

⑤　いじめが疑われる案件の事実確認、判断

⑥　要配慮生徒への支援方針

１　学習指導の充実 １　情報収集

　①　学習における規律作り 　①　教員の観察による気づき

　②　学びに向う集団作り 　②　養護教諭からの情報

　③　意欲的に取り組む授業研究 　③　生徒、保護者、地域からの情報

　④　「わかる授業」の実施・工夫 　④　朝の立ち番指導

２　特別活動の充実 　⑤　校内巡回指導

　①　ホームルーム活動の充実 　⑥　一ヶ月を振り返っての実施

　②　ボランティア活動への積極的参加 　⑦　各種調査の実施

　③　部活動の充実 　⑧　定期的な面談における情報

　④　各行事の充実 　　　の記録と整理（生徒・保護者）

　⑤　生徒会・各委員会活動の活性化 　⑨　定期的なネットパトロールの実施

３　教育相談の充実 　⑩　学年会議・分掌会議との連携及び

　①　面談週間の定期開催 　　　報告・連絡・相談の徹底

　②　スクールカウンセラーの活用 ２　相談体制の確立

４　人権教育の充実 　①　相談窓口の設置、周知

　①　人権意識の高揚 　②　スクールカウンセラーの活用

　②　標語等の作成・掲示 ３　情報の共有

　③　生徒指導部通信の活用 　①　報告・連絡・相談の徹底

５　情報教育の充実 　②　職員会議等での全職員の情報共有

　①　情報モラル指導の充実 　③　要配慮生徒の実態把握

　②　ネット犯罪防止講演会の開催 　④　次年度への申し送り事項の徹底

６　保護者・地域との連携

　①　学校いじめ防止基本方針等の周知

　②　学校公開、公開授業の実施

　③　地域行事への積極的参加

　④　ＰＴＡ・生徒会との情報交換の実施

　⑤　ＰＴＡ・学校運営協議会の活用

研修の実施

　①　いじめ対応ガイドブック･支援ツール『コンパス』を用いた研修（6月,8月,12月）

　②　道徳教育及び人権教育･に関する研修(10月,１月)

日常の指導体制

いじめ防止対策検討委員会

月１回開催

↓ ↓

未然防止 早期発見



・指導方針作成 ・入学前の中学校との情報交換

・計画作成 ・学級作り

・入学式オリエン ・生徒指導講話

　テーション ・携帯電話安全講話

　（保護者へ） ・３ＨＰの実施

・ﾌﾞﾛｯｸ懇談 ・ゴールデンウィーク

　会で啓発 　へ向けて（通信の活用） ・ﾌﾞﾛｯｸ懇談

・地域清掃活動

・３ＨＰの実施

・ﾌﾞﾛｯｸ懇談 ・いじめ、ネットトラブ ・「ほっと」実施

　会で啓発 　ル標語の作成・掲示 ・ﾌﾞﾛｯｸ懇談

・宿泊研修 ・いじめ防止検討会

　（１学年） ・校外巡視

・学校祭 ・校外巡視

・夏休みに向けて

　（全校集会）

・夏休みが明けて

・体育大会 　（全校集会）

・３ＨＰの実施

・校外巡視 ・個別面談

・後期に向けて

　（全校集会）

・３ＨＰの実施

・見学旅行 ・校外巡視 ・「ほっと」実施

　（２学年） ・いじめ防止講話、研修

・３ＨＰの実施

・冬休みに向けて

　（全校集会）

・冬休みが明けて

　（全校集会）

・３ＨＰの実施

・校外巡視 ・個別面談

・本年度のまとめ ・春休みに向けて（全校集会）

・球技大会
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　　 ① 被害者 関係機関

② 通報生徒 ・本別警察署

③ 周辺生徒 ・教育委員会

④ 加害生徒 ・スクールカ

　※必要に応じて、アンケート実施 　ウンセラー
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徹底した事実確認

指導体制の編成

↓

① 加害生徒への指導

② 被害生徒のケア

③ 双方の保護者へ説明

④ 傍観者への指導

経過観察 未然防止活動

対応班による
いじめ解消に向けた取り組み

↓

解　決

↓ ↓

継続的指導 再発防止


